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12
月
定
例
会
最
終
日
の
22
日
に
、

市
長
か
ら
監
査
委
員
、
固
定
資
産
評

価
審
査
委
員
会
委
員
の
選
任
議
案
お

よ
び
人
権
擁
護
委
員
推
薦
に
つ
い
て

の
諮
問
議
案
が
提
出
さ
れ
、
そ
れ
ぞ

れ
同
意
ま
た
は
異
議
な
き
旨
答
申
し

ま
し
た
。
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問

国
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
作
成
に
対

す
る
本
市
の
対
応
に
つ
い
て
聞
く
。

答

県
に
お
い
て
、
平
成
29
年
度

中
に
高
知
県
生
活
排
水
処
理
構
想
を

見
直
す
こ
と
に
先
立
ち
、
県
下
の
各

市
町
村
に
お
い
て
生
活
排
水
処
理
構

想
を
見
直
す
こ
と
と
し
て
お
り
、
本

市
で
も
、
関
係
部
局
に
よ
る
生
活
排

水
処
理
対
策
協
議
会
に
お
い
て
、
人

口
減
少
の
進
展
や
財
政
状
況
、
地
域

特
性
な
ど
を
勘
案
し
た
見
直
し
を
進

め
て
い
る
。

　

本
市
の
27
年
度
末
の
生
活
排
水
処

理
人
口
普
及
率
（
以
下
、
普
及
率
）

は
約
85
・
４
％
で
あ
る
が
、
今
回
の

見
直
し
に
よ
り
、
現
在
の
生
活
排
水

処
理
構
想
に
お
い
て
目
標
と
し
て
い

る
普
及
率
約
98
・
５
％
の
達
成
年
度

を
、
42
年
度
末
か
ら
39
年
度
末
ま
で

に
早
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

問

各
処
理
施
設
に
お
け
る
取
り

組
み
の
進
捗
を
聞
く
。

　

上
下
水
道
局
の
所
管
で
あ
り
、
普

及
率
に
占
め
る
割
合
は
約
58
・
１
％
。

　

今
後
10
年
を
め
ど
に
、
整
備
効
果

の
高
い
人
口
密
集
地
で
あ
る
初
月
・

朝
倉
地
区
に
お
い
て
重
点
的
に
整
備

を
進
め
る
と
と
も
に
、
下
水
道
の
早

期
接
続
に
向
け
た
新
制
度
を
設
け
る

な
ど
、
普
及
率
の
向
上
を
目
指
す
。

　

農
林
水
産
部
の
所
管
で
あ
り
、
普

及
率
に
占
め
る
割
合
は
約
１
・
２
％
。

　

春
野
地
域
の
６
地
区
で
整
備
が
終

了
し
て
お
り
、
今
回
の
見
直
し
に
お

い
て
は
新
た
な
地
区
で
の
事
業
は
計

画
し
て
い
な
い
。

　

環
境
部
の
所
管
で
あ
り
、
普
及
率

に
占
め
る
割
合
は
約
26
・
１
％
。

　

公
共
下
水
道
と
農
業
集
落
排
水
事

業
の
整
備
区
域
外
で
、
単
独
処
理
浄

化
槽
や
く
み
取
り
便
所
か
ら
の
転
換

に
補
助
を
行
っ
て
い
る
。
転
換
促
進

や
維
持
管
理
に
は
市
民
の
理
解
と
協

力
が
必
要
で
あ
り
、
整
備
区
域
ご
と

に
個
別
通
知
の
送
付
を
検
討
す
る
な

ど
、
普
及
率
の
向
上
を
目
指
す
。

　

浄
化
槽
の
設
置
者
に
は
、
使
用
開

始
か
ら
３
カ
月
を
経
過
し
た
後
、
５

カ
月
以
内
に
行
う
７
条
検
査
と
、
そ

の
後
年
に
１
回
、
定
期
的
に
行
う
11

条
検
査
の
２
つ
の
法
定
検
査
が
義
務

付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
平
成
27
年
度
の
受
検
率

は
、
７
条
検
査
が
71
・
７
％
、
11
条

検
査
が
35
％
で
あ
り
、
受
検
率
の
向

上
が
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

問

受
検
率
の
向
上
対
策
に
つ
い

て
聞
く
。

答

高
知
県
浄
化
槽
協
会
と
連
携

し
、
平
成
26
年
度
か
ら
設
置
者
全
員

に
対
し
て
、
浄
化
槽
設
置
時
に
お
け

る
法
定
検
査
等
に
つ
い
て
の
啓
発
文

書
を
送
付
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
７
条
検
査
の
申
し
込
み
時

に
、
11
条
検
査
の
申
し
込
み
も
併
せ

て
行
う
こ
と
に
つ
い
て
、
高
知
県
環

境
検
査
セ
ン
タ
ー
と
協
議
中
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
庁
内
の
関
係
部
署
に
よ

る
検
討
会
議
を
設
置
し
て
、
情
報
共

有
の
仕
組
み
づ
く
り
や
設
置
者
へ
の

啓
発
・
指
導
、
工
事
関
係
業
者
へ
の

協
力
依
頼
な
ど
、
効
果
的
な
手
法
を

検
討
し
て
い
く
。

み
ん
な
が
「
担
い
手
」
き
れ
い
な
川
・
海

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
～
生
活
排
水
対
策
～

自
転
車
レ
ー
ン

　
　
ま
だ
走
れ
ん
？

　

本
市
は
、
代
表
交
通
手
段
と
し
て

自
転
車
を
利
用
す
る
人
の
割
合
が
24

・
５
％
と
、
全
国
平
均
の
12
・
２
％

と
比
較
し
て
も
非
常
に
高
く
な
っ
て

い
ま
す
。

　

平
成
24
年
４
月
に
は
、
国
の
検
討

委
員
会
か
ら
、
道
路
管
理
者
や
都
道

府
県
警
察
に
よ
る
自
転
車
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
計
画
の
作
成
や
そ
の
整
備
、
通

行
ル
ー
ル
の
徹
底
等
を
進
め
る
た
め

の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
早
急
な
作
成
を

求
め
る
提
言
が
出
さ
れ
、
同
年
11
月

に
、
国
土
交
通
省
と
警
察
庁
に
よ
る

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
示
さ
れ
ま
し
た
。

問

本
市
の
自
転
車
政
策
の
考
え

方
と
取
り
組
み
に
つ
い
て
聞
く
。

答

安
全
な
自
転
車
通
行
空
間
の

確
保
の
た
め
に
は
、
単
に
車
道
に
路

面
表
示
シ
ー
ル
や
自
転
車
レ
ー
ン
を

表
示
す
る
だ
け
で
な
く
、
自
動
車
交

通
を
他
の
幹
線
道
路
に
分
散
誘
導
す

る
こ
と
に
よ
る
道
路
空
間
の
再
配
分

や
、
専
用
で
は
な
い
自
転
車
レ
ー
ン

を
歩
道
に
整
備
す
る
場
合
に
お
け
る

通
行
方
法
の
徹
底
教
育
な
ど
、
総
合

的
な
取
り
組
み
が
必
要
で
あ
る
。

　

国
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
示
さ
れ
て

以
降
、
本
市
で
は
、
関
係
機
関
と
自

転
車
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
計
画
作
成
の
可

能
性
を
協
議
す
る
中
で
、
自
転
車
レ

ー
ン
の
確
保
に
つ
い
て
の
検
討
を
重

ね
て
き
た
が
、
右
折
レ
ー
ン
や
歩
道

の
幅
、
標
識
の
移
設
場
所
な
ど
、
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
路
線
の
候
補
と
な
る
各

道
路
で
の
問
題
が
判
明
し
、
平
成
25

年
末
時
点
で
、
自
転
車
専
用
道
路
に

よ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成
は
困
難
で

あ
る
こ
と
を
い
っ
た
ん
は
確
認
し
た
。

　

た
だ
、
27
年
度
か
ら
は
高
知
県
道

路
交
通
環
境
安
全
推
進
連
絡
会
議
に

参
加
し
、
他
都
市
で
の
事
例
を
参
考

に
し
て
、
専
用
で
は
な
い
自
転
車
レ

ー
ン
を
採
用
し
た
整
備
手
法
も
検
討

し
て
い
る
。

12月定例会
で可決した 主な議案
○急患センター条例の一部改正議案
　　休日夜間急患センター・平日夜間
小児急患センターの診療科目に眼科
を追加するため、条例の一部を改正
するもの。
○農業委員会委員定数条例制定議案
　　農業協同組合法等の一部を改正す
る等の法律による農業委員会等に関
する法律の改正に伴い、本市農業委
員会委員の定数を定めるため、条例
を制定するもの。
○斎場整備事業火葬炉更新工事請負契
約締結議案
　　標記工事について、富士建設工業
株式会社代表取締役鳴海利彦との間
に価格３億 7, 800万円で請負契約を
締結しようとするもの。

　

本
市
で
は
、
効
率
的
な
生
活
排
水
対
策
を
目
的
と
し
て
、
平
成
23
年
10
月

に
、
社
会
情
勢
の
変
化
を
踏
ま
え
た
処
理
方
式
の
整
備
方
針
を
定
め
た
「
高

知
市
生
活
排
水
処
理
構
想
」
を
策
定
し
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
中
、
国
に
お
い
て
、
26
年
１
月
に
「
持
続
的
な
汚
水
処
理
シ
ス

テ
ム
構
築
に
向
け
た
都
道
府
県
構
想
策
定
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
が
作
成
さ
れ
、
こ

の
中
で
、
都
道
府
県
と
市
町
村
が
連
携
し
、
適
切
な
役
割
分
担
の
下
、
よ
り

効
率
的
な
汚
水
処
理
施
設
の
整
備
・
運
営
管
理
を
実
施
す
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
て
い
ま
す
。
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道


